医 療 指 導 グ ル ー プ

保険医療機関等に対する指導・監査を近畿厚生局と共同で実施し、保険診療、保険施術の質的向上と適正化を推進した。
柔道整復施術、はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術に係る療養費の適正化の推進のため、保険者向け研修の開催支援や、適正化に寄与する取組み等を検討する実務担当者会議等を開催した。
１　保険医療機関等の指導及び監査並びに被保険者の実地調査

（１）保険医療機関等の集団指導・個別指導

新たに保険医療機関等の指定を受け、あるいは保険医等の登録が行われた者については、必要な知識の習得のため医療関係団体の協力を得ながら、近畿厚生局と共同で集団指導（医科10回、歯科10回、薬局10回）を行った。

また、特に指導を必要とするものについては、医療関係団体の協力を得ながら、近畿厚生局と共同で個別指導を適宜実施した。

〇根拠法令等

・国民健康保険法第41条

・高齢者の医療の確保に関する法律第66条

・指導大綱（平成12年5月厚生省保険局長通知（平成20年9月最終改正））

指導実施機関数
	区分
	医科
	歯科
	薬局
	計

	集団指導※
	１，１２７
	６０７
	７５１
	２，４８５

	個別指導
	３０６
	１３１
	２５１
	６８８

	集団的個別指導（集団）
	６０３
	４２３
	３４４
	１，３７０


　　※新規集団指導と更新時集団指導との合算
（参考）保険医療機関等の指定状況
　　保険医療機関及び保険薬局数
	区　分
	令和5年4月1日現在
	令和6年4月1日現在
	令和7年4月1日現在

	医　科
	８，５７０
	８，６８２
	８，７４７

	歯　科
	５，６３０
	５，３８８
	５，４８４

	薬　局
	４，３９９
	４，５７１
	４，６２２

	計
	１８，５９９
	１８，６４１
	１８，８５３


（２）被保険者の実地調査
個別指導の結果、診療内容及び診療報酬の請求について、不正又は不当の疑いのあるものについては、当該保険医療機関等で受診した被保険者に対し、その診療の状況等を実地等で調査した。
〇根拠法令等

・国民健康保険法第114条第2項

・高齢者の医療の確保に関する法律第61条第2項
・監査要綱（平成12年5月厚生省保険局長通知（平成20年9月最終改正））

（３）保険医療機関等の監査
個別指導及び被保険者の実地調査の結果、診療内容及び診療報酬の請求について不正又は著しい不当の疑いがあり、監査の実施が必要と認められる保険医療機関等３件について、医療関係団体の協力を得ながら近畿厚生局と共同で監査を実施した。

〇根拠法令等

・国民健康保険法第45条の2

・高齢者の医療の確保に関する法律第72条

・監査要綱　（平成12年5月厚生省保険局長通知　平成20年9月最終改正）

	監査実施日（延べ日数）
	医科
	歯科
	薬局
	処分内容

	4/11～7/11（６日間）
	１
	
	
	監査終了
戒告処分

	9/30～11/14（６日間）
	１
	
	
	監査終了


	　　　　　計
	２
	
	
	


（４）医療関係団体による講習

療養担当者に対する関係規則及び規定等の周知徹底を図るため、医療関係団体に対して、これらの講習事務を委託した。

　

	年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	委託先
	(一社)大阪府医師会　
	11,958,000円　
	11,958,000円　
	11,958,000円　

	
	(一社)大阪府歯科医師会
	4,056,000円　
	4,056,000円　
	4,056,000円　

	
	(一社)大阪府薬剤師会
	976,000円　
	976,000円　
	976,000円　

	計
	16,990,000円　
	16,990,000円　
	16,990,000円　

	（予算額）
	（16,990,000円）
	（16,990,000円）
	（16,990,000円）


２　受領委任契約の状況並びに柔道整復師及びはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師（以下、「あはき師」という。）に対する指導及び監査

（１） 受領委任契約の状況

被保険者（患者）から施術療養費受領の委任を受けた柔道整復師又はあはき師が、被保険者（患者）に代わって療養費を保険者に請求する取扱い（受領委任の取扱い）を行うため、大阪府知事と近畿厚生局長と柔道整復師又はあはき師の３者で受領委任契約（公益社団法人大阪府柔道整復師会にあっては協定）を締結している。

この契約（協定）に基づき、近畿厚生局と共同で指導及び監査を実施した。

    　　　　　　　 〇根拠法令等

・柔道整復師の施術に係る療養費について
（平成22年５月厚生労働省保険局長通知（令和４年３月最終改正））
・あはき師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
（平成30年６月厚生労働省保険局長通知（令和３年４月最終改正））

・柔道整復師の施術に係る療養費の指導監査要綱

（平成11年10月厚生労働省保険局長通知 （平成29年９月最終改正））
・あはき師の施術に係る療養費の指導監査要綱
（平成30年６月厚生労働省保険局長通知）
・契約を締結している施術管理者数

	
	令和６年度（４月～３月）
	令和６年度末

	
	新　規
	辞　退
	中　止
	差引増減
	

	柔道整復師
	４００
	５３９
	１※１
	－１３９
	６，３７３

	あはき師
	６１９
	４５４
	３
	１６２
	５，２４４


※１柔道整復師の中止が１件は、既に過年度において辞退済の柔道整復師に対して行ったもの。
（２）施術者への集団指導及び個別指導・監査等

　　概ね一年以内に受領委任の取扱いを承諾又は登録した柔道整復師及びあはき師を対象に集団指導を行った。
　　また、特に指導を必要とする柔道整復師及びあはき師については、近畿厚生局と共同で個別指導を実施した。

　　柔道整復師及びあはき師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いの承諾（登録）にあたり、施術管理者の要件としている研修受講や実務経験について、一年以内に研修修了証の写し等を提出する旨の確約をしたにもかかわらず、提出期限までに提出しなかった施術管理者の受領委任の取扱いを中止（受領委任の取扱いを辞退又は施術所が廃止されていた場合は中止相当）した。
	
	Ｒ５年度
	集団指導
	個別指導
	監査
	中止(相当)
措置件数※

	柔道整復師
	施術所数
	１８４
	３
	１
	１[１] 

	
	延べ日数等
	年１回
	３日
	１日
	

	あはき師
	施術所数
	１９７
	１
	０
	０[０]

	
	延べ日数等
	年２回
	１日
	０日
	


　　　※ [ ]内の数値は監査の結果、中止（相当）措置とした件数（内数）
３　大阪府国民健康保険診療報酬審査委員会委員の委嘱

大阪府国民健康保険団体連合会に設置されている大阪府国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱等を行った。

審査委員会組織（168名）[療養担当代表　56名、保険者代表　56名、公益代表　56名]
                                                              　（令和６年度末委嘱数）

〇根拠法令等

・国民健康保険法第87条、88条

４　大阪府国民健康保険等柔道整復療養費等審査委員会委員の委嘱
大阪府国民健康保険団体連合会に設置されている大阪府国民健康保険等柔道整復療養費等審査委員会の委員の委嘱を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：名）
	施術者代表
	保険者代表
	学識経験者
	合計

	柔道整復
担当
	あはき担当
	柔道整復
担当
	あはき担当
	柔道整復
担当
	あはき担当
	

	１２
	３
	１２
	３
	４
	３４


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年度末委嘱数）
〇根拠法令等
・柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱

（平成11年10月厚生労働省保険局長通知（平成29年９月最終改正））
・あはき師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱
（平成30年６月厚生労働省保険局長通知）

